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１．第 26 回協議会 議事要旨の確認（協議） 
 
 

(1) 日時：平成 27 年 3月 14 日（土）13:30～15:30 

(2) 会場：茨城県霞ケ浦環境科学センター 多目的ホール 

(3) 議事： 

1) 開会 

2) 第 25 回協議会 議事要旨の確認（協議） 

3) 第 25 回協議会 意見への対応（報告） 

4) モニタリング調査結果について（報告） 

5) 自然再生実施計画書【G～I区間】（原案）に対する 

アンケート結果（報告） 

6) 自然再生実施計画書【C～I区間】（案）について（協議） 

7) 今後の進め方について（協議） 

8) その他 

9) 閉会 

 

 

 

(4) 議事要旨 

1. 第 25 回協議会 議事要旨の確認（協議） 
① 第 25 回協議会の議事要旨（案）について了承された。 

 

2. 第 25 回協議会 意見への対応（報告） 
② 事務局より、植生の変遷とその要因に関する報告がなされた。 

③ 事務局より、H 区間の安全対策に関する報告がなされた。 

④ 事務局より、G 区間の人工バームの配置変更に関する報告がなされた。 

⑤ 事務局より、H 区間と I 区間の間の突堤の取り扱いに関する報告がなされた。 

⑥ 事務局より、A,B 区間の活動・利用状況に関する報告がなされた。 

 

3. モニタリング調査結果について（報告） 
⑦ 事務局より、H26 年度のモニタリング結果報告がなされた。 

 

4. 自然再生実施計画書【G～I 区間】（原案）に対するアンケート結果（報告） 
⑧ 事務局より、自然再生実施計画書【G～I 区間】（原案）に対するアンケート結果が報告された。 

 

5. 自然再生実施計画書【C～I 区間】（案）について（協議） 
⑨ 事務局より、実施計画書を G～I 区間に加えて C～F 区間も一緒にして、C～I 区間としてまとめることが

提案された。C～F 区間については、既存植生および景観の保全を位置付けることが提案された。 

これについて委員より、E, F 区間の既存植生の保全がしっかりしたものにならないのではないかと懸念

する意見があった。 

これに対して事務局より、E, F 区間の既存植生の保全については、航路浚渫で出た土砂を既存植生の前

面に撒く（捨砂）等の対策を記載する考えがある旨の回答があり、了承された。 

⑩ 役割分担について、清掃活動等の環境管理の役割を委員全員に割り当てることが確認された。 

⑪ 実施計画書（案）p6 に記載の代表的な確認種に関し、委員より、9k000 付近にミクリ、ヤナギトラノオ

の群生地があるとの情報提供があった。事務局より、施工にあたっては情報提供があった種も含めて確

認を行う旨、回答があった。 

 

6. 今後の進め方について（協議） 
⑫ 事務局より、今後の協議会の進め方（案）について提案がなされ、了承された。 

⑬ 自然再生実施計画書【C～I 区間】（案）については、本日の議論による修正を踏まえた上で、修正結果の

確認は前田会長預かりとして、承認された。 

また、自然再生実施計画書【C～I 区間】を H27 年度に環境省が設置する自然再生専門家会議に諮る予定

であることが確認された。 
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⑭ 委員より、今回の施設整備については地域住民に説明する機会を設けて欲しい旨の意見があった。 

これに対して事務局より、地区の方々にご説明する用意があるとの回答があった。 

 

7. その他 
⑮ 委員より、A 区間と B 区間の間に水路を掘る工事計画について、どのような状況であるかについて質問

があった。 
これに対して事務局より、当該水路工事や B 区間裏側に池を掘ることについても工事を行うことを認識

しており、忘れているわけではない旨の回答があった。 
⑯ 現在の委員の任期は H28 年 3 月までであることが確認された。 
 

 

２．第 26 回協議会 意見への対応（報告） 
 
2.1 C～F 区間の既存植生の保全について （第 26 回議事要旨⑨に対応） 
 

実施計画書に、次のように記述（右図参照）。 

C～F 区間では、既存植生の保全や景観保全のために必要な対策や維持管理等を行う。特に、E, F 区間に

残存する植生の保全のため、航路浚渫等で発生する土砂の有効利用を図りながら土砂を残存植生の前面に撒

き出す等の対策を実施する。 
 

2.2 H 区間施工にあたっての重要種の確認 （第 26 回議事要旨⑪に対応） 
 

委員より情報提供があった H 区間の重要種を含め、G～I 区間

における重要植物の生育状況の確認を春期および秋期に実施した。

（詳細は後述） 
 

 
 

2.3 施設整備に係る地域へのご説明について （第 26 回議事要旨⑭に対応） 
 

沖宿地区長にご説明の上、地区住民に対して工事概要説明資料の回覧を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  C～F 区間の既存植生の保全対策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

既存植生

航路浚渫土等の撒き出し

Y.P.+1.10m
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施設整備に係る地域へのご説明資料 
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３．自然再生専門家会議の報告（報告） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 平成 27 年（2015）年 8 月 4 日、自然再生専門家会議（平成 27 年度 第１回）が開催され、

「霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生事業実施計画【C～I 区間】（案）について諮られ、委員

から以下の意見とともに実施計画について了承された。 
 専門家会議に先立ち、同日 13:30～14:50 に、委員らによる現地見学が実施され、A 区間、B
区間、G～I 区間を見学した。 

３．２．自然再生専門家会議における委員意見と対応方針（案） 

 

表  平成 27（2015）8月 4 日開催 自然再生専門家会議における意見と対応方針（案） 

自然再生専門家会議 委員意見の概要 対応方針案 
１．湖岸植生帯に生えているヤナギについて、

今後の対応の方針について質問があった。 
◯ ヤナギが過剰繁茂しないよう、波浪等による自然撹乱を取り入れつつ装置環

境を創出していく。 
２．外来生物の取扱い方針について質問があっ

た。 
◯ モニタリング計画に基づくモニタリングにより外来生物についても把握を行

い、必要に応じて対策を実施していく。 
３．トンボが棲める環境（水辺）となることを

期待する意見があった。 
◯ G～I 区間の整備により、ワンド地形が形成され、トンボなど多様な生物の生

息場となる静水域が創出される予定である。効果を把握するため継続的にモ

ニタリングを行っていく。 
４．消波工を設置する位置（最適な離岸距離の

考え方）について意見があった。 
◯ 過去の航空写真に基づく植生の変遷を踏まえ、過去の植生の生育範囲まで再

生することを目指し、施設の配置を行っていく。 
５．目標のうち「地域の特色と変遷を踏まえ、

自然の力を借りながら」ということの具体的

な内容や目指す姿について質問があった。 

◯ 過去の航空写真に基づく植生の変遷を踏まえ、過去の植生の生育範囲まで再

生することを目指す。 
◯ 構造物が水面上に露出せず、ある程度の波浪等の撹乱を受け入れられる人工

リーフを採用するなどし、自然撹乱を受け入れながら湖岸植生帯からなる景

観を形成していくことを目指す。 
◯ 住民や来訪者が、多様な生物の生息場となる湖岸植生帯や湖面等の景観を愛

でながらの散策等、景観や水辺へのアクセスの面で利用しやすいものとなる

ことを目指す。 
６．安全対策や釣り利用等のルールづくりにつ

いて意見があった。 
◯ 高波浪時や高水位時は水辺の利用は危険であるため、注意喚起のための看板

を設置する。 
◯ 突堤は歩行に配慮した構造とするが、環境学習等の利用時以外は侵入できな

いよう配慮する。 
７．利活用や維持管理において、地域や教育機

関の参画をもっと推進するべきとの意見が

あった。 

◯ 協議会メンバーには、地域の個人・団体、学校、行政等、多様な主体が関わ

っており、協議会における検討を踏まえつつ、環境学習や維持管理に取り組

んでいく。 
 

３．１．開催概要 
（１）開催日時：平成 27 年 8 月 4 日（火）１５：００～１６：１５ 
（２）開催場所：茨城県霞ケ浦環境科学センター 多目的ホール 
（３）出 席 者： 

【委員】 （◯印は委員長） 
 今村 信大   （公財）日本生態系協会 副会長 
 大河内 勇   日本森林学会 会長、（一社）日本森林技術協会 理事 
 近藤 健雄   日本大学 理工学部 海洋建築工学科 教授 
 志村 智子   （公財）日本自然保護協会 自然保護部 部長 
 辻本 哲郎   名古屋大学 名誉教授 
 宮内 泰介   北海道大学大学院 文学研究科 教授 
 守山 拓弥   宇都宮大学 農学部 農業環境工学科 講師 
◯鷲谷 いづみ  中央大学 理工学部 人間総合理工学科 教授 
 和田 恵次   奈良女子大学 研究院 自然科学系 教授 

【関係省庁】 
環境省、農林水産省、国土交通省、文部科学省から関係課長等 

【実施者】 
国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所 担当者 

現地見学実施状況 現地見学実施状況 現地見学実施状況 自然再生専門家会議実施状況
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４．モニタリング調査結果について（報告） 
4.1. 現状の植生の評価方法について 
 

（１）評価の考え方 

A 区間及び B 区間における現状の植生を「目標像との比較」として分かりやすく示すため、植生区分を以下の 3 区分に類型化することによって、現状の植生の評価を行った。 
 

（２）現状の植生の評価区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸域の植生が優占する場所 湿地環境の初期段階の場所 短期的には多少の変動はあるが、湿地環境としてほぼ安定した場所 

陸域の植生が優占する場所であり、在来種を駆逐する可能

性のある外来種（セイタカアワダチソウ）の群落、あるいは

そのような群落に推移する可能性が高い外来種の群落の植生

が確認された。 

湿地環境までに至っていない場所であり、クズ群落、メヒ

シバ－エノコログサ群落等の植生が確認された。例えば、メ

ヒシバ－エノコログサ群落等の一年生草本群落は、今後ヨシ

群落等の抽水植物群落への推移が期待される。いずれにして

も遷移途上で、比較的短期で他の植物群落に置き換わる可能

性があると考えられる。 

以下の 4 種類の群落の植生が確認された場所である。 
短期的には多少の変動はあるが、湿地環境としてほぼ安定し

た場所であると評価できる。 
(1)ヒメガマ群落：ヒメガマ群落 
(2)湿生植物群落：ヨシ群落、ウキヤガラ群落 等 
(3)オギ群落：オギ群落 
(4)ヤナギ等の樹林：ヤナギ林、落葉広葉樹群落 
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4.2 現状の植生 A 区間（平成 26 年、平成 27 年） 
  

 平成 26 年 11 月作成及び平成 27 年 11 月作成の植生図に基づき、目標に対する A 区間の現状の植生を評価した。 
 
＜現状の植生の評価＞ 
 植生の評価は、平成 26 年、平成 27 年の植生図 
（右下図）に基づき、以下の３つに分類し、「植生 
の評価」（右上図）に示した。 
 
 
陸域の植生が優占する場所 
 陸域の植生が優占する場所であり、在来種を駆逐する 
可能性のある外来種（セイタカアワダチソウ）の 
群落、あるいはそのような群落に推移する可能性が 
高い外来種の群落の植生が確認された。 
 
 
湿地環境の初期段階の場所 
 湿地環境までに至っていない場所であり、クズ群 
落、メヒシバ－エノコログサ群落等の植生が確認さ 
れた。 
 例えば、メヒシバ－エノコログサ群落等の一年生 
草本群落は、今後ヨシ群落等の抽水植物群落への 
推移が期待される。 
 
短期的には多少の変動はあるが、湿地環境と 

してほぼ安定した場所 

 以下の 4 種類の群落の植生が確認された場所である。 
短期的には多少の変動はあるが、湿地環境としてほぼ 
安定した場所であると評価できる。 
(1)ヒメガマ群落：ヒメガマ群落 
(2)湿生植物群落：ヨシ群落、ウキヤガラ群落 等 
(3)オギ群落：オギ群落 
(4)ヤナギ等の樹林：ヤナギ林、落葉広葉樹群落 
 
 
 

植生の評価（平成 26 年） 

植生図（平成 26 年） 

植生図（平成 27 年） 

植生評価凡例
陸域の植生が優占する場所

短期的には多少の変動はあるが、
湿地環境としてほぼ安定した場所

湿地環境の初期段階の場所

開放水面

6A　　タチヤナギ群集（低木林）

3F　　ウキヤガラ群落

3D　　カサスゲ－ヨシ群落
3C　　ヒメガマ群落（ガマ群落含める）

3E　　マコモ群落

3O　　ジョウロウスゲ群落
3K　　クサヨシ群落

3B-1　ヨシ群落（先駆的）

抽水植物群落
3B　　ヨシ群落 4C　　シロバナサクラタデ群落

4F　　キシュウスズメノヒエ群落
4E　　オギ群落

中生多年生植物群落

4H　　チガヤ群落

セイタカアワダチソウ群落 5D　　イヌビエ－オオクサキビ群落
5Q　　ヌカキビ群落

一年生草本群落
5A　　メヒシバ-エノコログサ群落

ヤナギ林

6B　　ジャヤナギ-アカメヤナギ群集

低・亜高木林
7A　　アズマネザサ群落
7B　　クズ群落

7D　　落葉広葉樹群落
7E　　ヤマグワ群落

7C　　ノイバラ群落

構造物

開放水面

11　　自然裸地

自然裸地

植生図凡例

は外来種

4K　　シバ群落

9　 　人工裸地

人工裸地

湿地環境へ変化 

タチヤナギ群落 824m2増加 

植生の評価（平成 27 年） 

草刈により、一年生草本群落となった箇所が、過去生育していたタチヤ
ナギの再生長により置き換わったと考えられる。今後は、タチヤナギの
生長に伴い、一年生草本群落はタチヤナギ群落へ変化し、暗い湿地とな
り、明るい草地環境ではなくなると想定される。 

一年生草本群落のヌカキビ群落(オレンジ：5Q)から、

ヤナギ林であるタチヤナギ群落(淡緑：6A)へ変化。 
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4.3 現状の植生 B 区間（平成 26 年、平成 27 年） 
  

 平成 26 年 11 月作成及び平成 27 年 11 月作成の植生図に基づき、目標に対する B 区間の現状の植生を評価した。 
 
＜現状の植生の評価＞ 

植生の評価は、平成 26 年、平成 27 年の植生図 
（右下図）に基づき、以下の３つに分類し、「植生 
の評価」（右上図）に示した。 

B 区間は H25 年度に開削しており、開削箇所の水際に 
新たに植生が出現している。 

 
陸域の植生が優占する場所 
 陸域の植生が優占する場所であり、在来種を駆逐 
する可能性のある外来種（セイタカアワダチソウ） 
の群落、あるいはそのような群落に推移する可能性が 
高い外来種の群落の植生が確認された。 
 
湿地環境の初期段階の場所 
 湿地環境までに至っていない場所であり、クズ群 
落、メヒシバ－エノコログサ群落等の植生が確認さ 
れた。 
 例えば、メヒシバ－エノコログサ群落等の一年生 
草本群落は、今後ヨシ群落等の抽水植物群落への 
推移が期待される。 
 
短期的には多少の変動はあるが、湿地環境と 

してほぼ安定した場所 

 以下の 2 種類の群落の植生が確認された場所である。 
短期的には多少の変動はあるが、湿地環境としてほぼ 
安定した場所であると評価できる。 
(1)湿生植物群落：ヨシ群落、ウキヤガラ群落 等 
(2)ヤナギ等の樹林：落葉広葉樹群落 
 
 
 

植生図（平成 26 年） 

植生の評価（平成 26 年） 植生の評価（平成 27 年） 

植生評価凡例
陸域の植生が優占する場所

短期的には多少の変動はあるが、
湿地環境としてほぼ安定した場所

湿地環境の初期段階の場所

開放水面

植生図（平成 27 年） 

抽水植物群落
3B　　ヨシ群落

4F　　キシュウスズメノヒエ群落

4I　　ヨモギ－メドハギ群落
4H　　チガヤ群落

中生多年生植物群落

4K　　シバ群落

セイタカアワダチソウ群落

5I　　ツルマメ群落

5D　　イヌビエ-オオクサキビ群落
5F　　ミゾソバ群落

一年生草本群落
5A　　メヒシバ-エノコログサ群落

ヤナギ林

6B　　ジャヤナギ-アカメヤナギ群集
6C　　ジャヤナギ－アカメヤナギ群集（低木林）

低・亜高木林
7B　　クズ群落

7D　　落葉広葉樹群落
7F　　オニグルミ群落（低木林）

7C　　ノイバラ群落
構造物

開放水面

9　 　人工裸地

自然裸地

植生図凡例

は外来種

3F　　ウキヤガラ群落

4M　　キショウブ群落

水際に湿地環境が出現
今後は、水際に沿って拡大す
ると考えられる。 

比高の高い箇所はセイタカアワダチ
ソウ群落に変化 
堤防上であり、湿生植生の成立は期待で
きない。外来種を抑制し、在来種の草地
(ススキ群落等)への誘導が望ましい 
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4.4 G～I 区間の貴重種生育状況 
 

（１）調査実施状況 

春季及び秋季において、G～I 区間における、貴重植物の生育状況を確認した。春季については霞ヶ浦湖岸植物同好会観察会の観察会に同行し、現地状況について確認を行った。 
（２）調査結果概要 

確認状況は下図のとおりである。なお、I 区間では貴重種は確認されなかった。 
確認結果は設計に反映し、影響を低減できるよう配慮した。 
 

図 G 区間における貴重種等の確認状況 

春季調査状況 

図 H 区間における貴重種等の確認状況 

秋季調査状況 
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５．今後の維持管理、利活用について（意見交換） 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【維持管理上の課題】 
区間 課題 

A 区間 ◯ 自然再生地（ワンドや水路）までのアクセス路における草本の繁茂が著しく、

協議会として除草活動を行ってはいるが、協議会メンバーの人員減少や体力

面から十分に対応できていない。 
◯ ワンドや水路周辺の外来種（セイタカアワダチソウ）の繁茂、水路部分の植生

繁茂による通水上の課題などがあり、人的な植生管理が必要であるが、協議会

メンバーの人員減少や体力面から、十分対応できていない。 
◯ 即ち、アクセス路の除草もままならない状態であり、本来のワンド周辺の抑

制対象種の抜き取り作業等に至っていない。 
 

B 区間 ◯ 完成間もないこともあり、現在は大きな課題はないが、ワンドの規模が大き

いため、水際部などの抑制対象種（ヒメガマ、ヒシ類、キシュウスズメノヒエ

（外来種））の抜き取り作業等の維持管理作業が今後膨大なものとなることが

予想される。 
 

【利活用上の課題】 
区間 課題 

A,B 区間共通 ◯ 環境学習等の利用が、年数回のイベントに留まっている。 
 

 

（１）現在の協議会メンバーに新たなメンバーを加えていくことも検討が必要 
（２）協議会メンバー以外の外部の方の協力を得ることも検討が必要 

（１）小中学校や高校、大学などに対して、利活用を提案していくことも検討が必

要 
 

① 自然再生事業は、PDCA サイクルに基づき行う必要があり、維持管理活動や環境学習等の利活用には 
長期的な配慮が必要 

② 今後、Ｃ～Ｉ区間も維持管理対象に加わってくるため、これまで以上の労力が必要 
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【維持管理事例】 
＜利根運河＞ 

利根運河では、利根運河協議会によりエコパーク実施計画が策定され、活動が続けられている。 
利根運河協議会は平成 18 年度に行われた国土施策創発調査「自然や歴史と調和した美しい地域空間実現方策

調査」の結果をうけて平成 19 年に設立され、平成 21 年の第３回利根運河協議会で、利根運河エコパーク構想を

実現するための実施計画について協議し、「利根運河エコパーク実施計画」を策定している。 
活動では、アレチウリ駆除等に協議会関係者のほか、東京理科大の学生や市立柏高校の生徒や一般公募の市民

等が参加し、継続的に実施されている。 
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【維持管理事例】 
＜荒川下流＞ 

荒川下流では、荒川下流自然地管理アダプト制度(荒川水辺サポーター)により荒川下流部の自然地の千住桜木地区及び小松川地区

において、一般公募した活動団体、荒川下流河川事務所及び地元自治体が連携して維持管理活動を行っている。 
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【維持管理事例】 
＜渡良瀬遊水地＞ 

渡良瀬川遊水地では、ヨシに寄生する害虫の駆除、野火による周辺家屋への類焼防止、貴重な湿地環境

の保全等を目的として、毎年、ヨシ焼きが実施されている。 
平成 22 年まで毎年 3 月下旬にヨシ焼きが実施されてきたが、平成 23 年、平成 24 年は、平成 23 年 3

月 11 日の東北地方太平洋沖地震の影響で中止された。この中止により、ヨシの生育状況が不良となった

ほか、希少植物の個体数が減少するなどの影響が見られ、平成 25 年 3 月に再開された。 

- 12 -



 

６．Ｇ、Ｈ区間の設計図面について（報告） 
 Ｇ～Ｉ区間全体の考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ区間完成イメージ 
Ｉ区間完成イメージ 
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 Ｇ区間平面図（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人工バーム 
粗朶消波工の開口部に配置。 

法止工 
粗朶消波工の開口部に配置。 

養浜工 
養浜砂の敷設。 

駐車スペース 
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 Ｇ区間横断図（案） 
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Ｉ区間平面図、縦断図（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

島堤 消波護岸 
外周部を消波護岸、内側を小護
岸で囲い、内部に養浜を行うこ
とで波浪を防止し、水生植物の
生育域を確保する目的で設置。 

内部護岸 
養浜砂の流出防止のた
めに小規模の砂止め用
内部護岸を整備。内部護
岸周囲は養浜砂で埋め
立て。 

浅場 
高さ Y.P.+1.0m 

駐車スペース 
駐車スペース 

小規模テラス 

突堤 
陸側から湖側に行けるように、護岸より突
堤を築造。 
外周部を消波護岸で囲い、波浪を防止する
とともに、通路を確保し、沖側への移動を
可能とする。先端にはテラスを設け、水生
植物等の観察場所を確保。 

養浜、ワンド 
既存水域を埋め立て、水生植物の生育場と
する。 
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Ｉ区間横断図（案） 
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７．今後の進め方について（協議） 
7.1 今後の進め方（案） 
 

表 7.1 霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会 今後の進め方（案） 
年度 月 分類 内容（案） 備考 

H28 
予定

1 回目 
(夏～秋) 

現地見学会 ○H 区間の現地見学会 
 
 

 

 2 回目 
(2~3 月) 

協議会 ○A,B,H 区間のモニタリング結果報告 
 
 

 

※ 上記は予定です。今後の協議会の協議状況に応じて、変更されることがあります。 
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7.2. これまでの協議会経緯（参考） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１６年度 

平成１７年度 

平成１８年度 

平成１９年度 

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

 第１回協議会(１０月３１日） 

・自然再生協議会設置要綱の承認 

・会長、副会長の選出 

 第２回協議会(１２月１１日） 

・全体構想策定に向けた意見の抽出 

       自然再生の目標像について 

現地見学会(11 月 10 日、11 月 18 日) 

 第３回協議会(１月２２日） 

・自然再生目標（案）の協議 

 第４回協議会(３月２１日） 

・自然再生目標（案）の協議 

 第５回協議会(５月２１日） 

・自然再生全体構想（素案）の協議 

 第６回協議会(７月２３日） 

・自然再生全体構想原案の検討 

 第７回協議会(１０月２日） 

・自然再生全体構想の協議 

 第８回協議会(１１月２７日） 

・自然再生実施計画の内容の協議 

・全体構想の策定 

 第９回協議会(１月２９日） 

・自然再生実施計画の内容の協議 

霞ヶ浦環境科学センター 
開所（４月２２日) 

霞ヶ浦（西浦中岸）の湖岸
堤環境に関する勉強会

７月８日（第１回） 

霞ヶ浦（西浦中岸）の湖岸
堤環境に関する勉強会 

９月１１日（第２回） 

霞ヶ浦（西浦中岸）の湖岸
堤環境に関する勉強会 

１１月１３日（第３回） 

A 区間実施計画協議 

現地見学会 
３月２６日 

自然再生協議会の動向、および 
宍道湖西岸の「引き堤」に関する 

勉強会 ７月８日（第５回） 

 第１４回協議会(６月３日） 

・A 区間の施工状況視察 

・B 区間の実施計画の骨子の協議 

 第１５回協議会（７月８日） 

・B 区間の実施計画の素案の協議 

 第１６回協議会(８月５日） 

・B 区間の実施計画の原案の協議

自然再生事業実施計画【A 区間】 
主務大臣及び茨城県知事へ送付（１月２４日）

事業の実施・維持管理・モニタリング調査等（A 区間）

 第１３回協議会(３月２４日） 

・B 区間事業内容の協議 

 第１７回協議会(９月９日） 

・B 区間の実施計画案の了承 

 第１８回協議会(３月１５日） 

・A 区間の作業内容 

・B 区間の事業について 

A 区間（８月２６日） 

WG の招集・水路の位置出し 

A 区間の作業実施（１０月２８日、１月５日） 

水路の施工 

B 区間施工（H23 下旬～） 

 第１０回協議会(７月８日） 

・自然再生全体構想の素案の協議 

 

 第１１回協議会(９月３０日） 

・自然再生実施計画書【A 区間】（案） 

 の協議 

 第１２回協議会(１１月１１日） 

・A 区間の実施計画（修正案）の協議 

・自然再生事業実施計画【A 区間】（案）の了承 

B 区間実施計画協議 A 区間実施計画協

B 区間実施計画協議 

       A 区間の完了 水路掘削作業・草刈作業・モニタリング等の継続実施 

平成２５年度 

Ａ区間 ワンドの浅場づくり 
    小池の整備 

Ａ区間 ワンド周辺の整備 
     

Ａ区間 観察路整備、池掘削、 
    湿地整備 

Ａ区間 南ワンド 100m2 掘り下げ 
    ヨシ撤去、湖岸開墾 

Ｂ区間 工事完了 

 第１９回協議会(２月２８日） 

・協議会設置要綱の改正 

・A・B 区間の安全管理について 

・その他 

 第２０回協議会（２月１３日） 

・途中参加委員に関する申し合わせ事項（原

案） 

・その他 

 第２１回協議会(７月３１日） 

・B 区間の事業内容について 

 第２２回協議会（３月１０日） 

・B 区間の整備について（報告） 

・公募委員の募集要項について（協議） 

・Ａ区間の維持管理について（維持管理）  他 

現地見学会 

１月２５日 

 

 第２４回協議会(３月９日） 

・C～I 区間の整備方針（案）につい

て（協議） 

 第２３回協議会（１２月１４日） 

・B 区間の整備について（報告） 

・Ｃ～Ｉ区間の整備方針（案）について（協議） 
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              A 区間の完了 水路掘削作業・草刈作業・モニタリング等の継続実施   B 区間のモニタリング等の継続実施 

平成２６年度 

 

現地見学会 
１１月８日 

 

 第２６回協議会 

・自然再生実施計画書【C～I 区間】

（案）について 

 第２５回協議会（１１月２９日） 

・Ｃ～Ｉ区間の整備方針（案）について（協議） 

 

 第２７回協議会（３月１２日） 

・今後の維持管理、利活用について 

・Ｇ，Ｉ区間の設計図面（案）について（協議） 

平成２７年度 

自然再生専門家会議 ８月４日 
実施計画書【Ｃ～Ｆ区間】 

現地見学会 
３月１２日 
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